
 

協働評価実施要綱   

 

第１   趣旨   

この要綱は、北海道協働推進基本指針（平成１５年（ 2003 年）３月２８日構

造改革推進本部員会議決定、以下「基本指針」という。）に基づき、協働によ

る成果や取組過程での改善点、参加機会の公平性等、様々な視点から協働の取

組についての評価を行う協働評価の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

 

第２  実施部局   

協働評価は、本庁各部（局）、各総合振興局、各振興局、企業局、道立病院

局、議会事務局、各種委員会事務局、教育庁及び警察本部（以下「実施部局」

という。）において実施した事業を対象とする。  

 

第３  評価実施対象事業  

協働評価実施の対象とする事業は、実施部局が、基本指針の趣旨に沿って、

自主的、自発的に地域の課題解決に携わる法人、団体（国、地方公共団体、独

立行政法人を除く。）と協働で実施した事業のうち、協働の形態が「共催、事

業協力・協定、実行委員会・協議会、委託」のいずれかで、かつ評価対象にふ

さわしいと認めた事業とする。  

 

第４  実施方法  

協働評価の実施方法については、別に定めるものとする。  

 

第５  評価結果の公表  

評価結果の公表は、次の方法により実施する。  

１   実施部局は、協働評価を実施した事業のうち、協働事業の事例として公表す

る事業（以下「公表事例」という。）に係る別記第１号様式及び別記第２号様

式の評価シートを道民生活課に提出する。  

２  協働推進会議の協働研究ワーキンググループは、公表事例の選定に関して必

要な協議を行う。   

３  協働推進会議は、提出のあった評価シートに基づき、公表事例を選定する。 

４  道民生活課 は 、 選 定 さ れ た 公 表 事 例 に つ い て 、別記第２号様式により

道のホームページで公表する。  

 

第６  その他  

この要綱に定めるもののほか、協働評価の実施に関し必要な事項は、別に定

めるものとする。  

 

     附  則  

 この要綱は、平成１７年（ 2005 年）６月２２日から施行する。  

  この要綱は、平成１７年（ 2005 年）１２月５日から施行する。  

  この要綱は、平成１８年（ 2006 年）５月２日から施行する。  

  この要綱は、平成２０年（ 2008 年）９月９日から施行する。  

  この要綱は、平成２２年（ 2010 年）４月１日から施行する。  

 この要綱は、平成２３年（ 2011 年）２月１７日から施行する。  

この要綱は、平成２４年（ 2012 年）４月２日から施行する。  

この要綱は、平成３１年（ 2019 年）４月１６日から施行する。  

この要綱は、令和２年（ 2020 年）２月４日から施行する。  



 

別記第１号様式（第５関係）  

   

別添（協働事業評価シート①「ふりかえりシート」）  

 

 

別記第２号様式（第５関係）  

 

別記第３号様式（第５関係）  

 

                                              （  文書番号  ）   

                                        令和   年   月   日  

 

 環境生活部くらし安全局道民生活課長  様  

                                                                   

     

                                     （  所管課長名  ）  

 

協働事業評価シート提出書  

 協働評価実施要綱（平成17年（2005年）6月22日施行）第５の１に基づき、

別添のとおり協働事業評価シートを提出します。  

記  

 

 

  

 

  

事 業 名                

 

 

事 業 期 間                年  月  日～    年  月  日  

協 働 の 相 手 先 の 名 称   

                 

 

 

別添（協働事業評価シート①「事業紹介シート」）  

 


